




「第4期恵庭市生涯学習基本計画」の策定にあたって 

市民が生きがいをもって充実した人生を送るためには、生

涯にわたって意欲的に学び続けることが大切です。生涯学習

では、知識や技能の習得は大切なことですが、学びの活動の

中で培われた、「人と人」、「人と地域社会」のつながりが自分

たちの地域コミュニティの活性化を生みだします。そうした

つながりが、大人から子どもへ、その子どもが成長して、また

子どもに受け継がれるという好循環が将来の住みよいまちづくりの原動力となります。 

近年、社会環境が急速に変化する中、とりわけ「人口減少」が深刻な社会問題となっ

てきています。そうした中で、人々が住みたくなる地域社会をいかにして構築していく

のかが大きな課題でありますが、地域コミュニティが活発な地域では、住み心地の良い

環境が創られ、子どもや高齢者も安心して暮らせるまちづくりが進んでいます。 

豊かな学びや活気溢れるコミュニティづくりのためには、生涯学習を計画的に推進す

ることが重要であります。本市の生涯学習基本計画は、市民で構成する生涯学習推進協

議会委員と行政が協力して、毎年複数の事業について「評価と見直し」を行い、これを

繰り返しながら、よりよい事業をつくりあげる方法で、生涯学習の推進を図ってきてい

ます。平成28年度からスタートする第４期生涯学習基本計画でもこの方法を継続する

とともに、第３期生涯学習基本計画の検証結果を踏まえ、これまで以上に「市民」と「行

政」との対話を重視することとしております。 

本計画に沿って本市の生涯学習が推進されることにより、市民が生き生きと学び、地

域コミュニティがさらに活発になっていくものと期待するものであります。 

最後になりましたが、本計画を策定するにあたり、ご尽力をいただきました生涯学習

推進協議会委員の皆様をはじめ、ご協力をいただきました関係機関の方々に心からお礼

を申し上げます。 

平成 28年 3月 

恵庭市教育委員会教育長
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第1章 策定の趣旨 

市民が充実した人生を送るためには、生涯にわたり学習活動を行うことが重要であり、その

ため市民の学習活動の促進や学習環境の整備が求められていたことから、恵庭市では平成8年

に「恵庭市生涯学習基本計画」（以下、「基本計画」という。）を策定しました。 

 この基本計画に基づき、生涯学習施策を総合的に推進することにより、学校を拠点とした「コ

ミュニティスクール」の実現等、本市の生涯学習の推進に一定の成果を上げることができまし

た。 

 このたび、平成27年度をもって「第3期恵庭市生涯学習基本計画」の計画期間が終了とな

ることから、引き続き計画的に生涯学習施策を推進していくため、現状を把握し、時代の変化

に対応した本市の生涯学習推進の指針となる「第4期恵庭市生涯学習基本計画」を新たに策定

することとしました。 

今後の生涯学習推進の基本的な考え方と方向性を示し、これに基づき関連施策を総合的・計

画的・体系的に進めていくことを目的として策定します。 
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（1） この計画は、「第5期恵庭市総合計画」の中で位置付けられた基本目標等を、生涯学習

の視点から総合的に推進することを目的とした個別計画です。 

（2） 生涯学習は、様々な学習を行うことであり、他の個別計画の中にも、生涯学習の視点が

含まれていることから、これらを相互につなぐ役割を果たしながら生涯学習の理念の

実現を図る計画として位置付けています。 

 計画の期間は、平成28年度から平成32年度までの５年間とします。 

第5期 恵庭市総合計画
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第２章 生涯学習の意義 

 「生涯学習」とは、学校における教育や学習にとどまらず、自らの意思と選択によって人生

のあらゆる成長過程で、各々の興味・関心や生活領域に応じ、様々な学習をすることであり、

教育基本法において「生涯学習の理念」は以下のとおり示されています。 

 平成 4年（1992年）の国の生涯学習審議会答申では、「いつでも、どこでも、誰でも自由

に取組めるものであり、組織的な学習活動だけでなく、スポーツ活動、文化活動、趣味、レク

リエーション活動、ボランティア活動等幅広い活動の中で行われるものである」と述べられて

おり、その内容は多岐にわたっています。 

 生涯学習の必要性はいろいろなところで指摘されており、その理由としても様々なことが挙

げられていますが、「第３次北海道生涯学習推進基本構想」では、以下のとおり整理されてい

ます。 

 生涯学習には、職業上の能力向上等による自己実現や、生きがいとゆとりある充実した生活

を創出するために行うことに加え、次のような新たな意義や役割が求められています。 

教育基本法 第三条（生涯学習の理念） 

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯に 

わたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切 

に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 

(１) 人や地域社会とのつながりをもたせる 

一人一人が学習を積み重ねる中から、地域に関わりをもつことや住民相互のふれあいを 

広げること、また、学んだ成果を自治会・町内会活動やボランティア活動等で生かすこと 

をとおして、地域の中で「居場所」や「出番」を獲得し、他者のためになっているという 

自己有用感を感じ取ること等、「人や地域社会とのつながりをもたせる」こと。 
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(2) 子どもたちの育ちを支える 

子どもたち自身が、これからの北海道の持続的な発展のために必要な人材として、基本 

的な学力や生活習慣等、学習者としての素地を身に付けることができるよう、地域の大人 

が子どもたちとの関わり方について学ぶことや、学んだ成果を生かして子どもたちの成長 

を支える活動を行うこと等、｢子どもたちの育ちを支える｣こと。 

(3) 地域の活性化へ寄与する 

学習をとおして、新たな知識や技能を習得するとともに、地域の課題を見付けて考える 

力、知識や情報を活用して課題を解決する力等、実社会で生きていく上での総合的な力 

を身に付け、その力を生かして地域づくりを進めること等、｢地域の活性化へ寄与する｣ 

こと。

（１）人や地域社会とのつながりをもたせる

子どもから高齢者までの居場所づ
くりとしてサロンを開設！地域の
方が講師となり、いきいき百歳体
操や手芸教室、昼食会を実施して
います。参加する方の居場所であ
るとともに講師の発表の場にもな
っています。

（２）子どもたちの育ちを支える

通学合宿では「地域の子どもは地
域で育てる」という趣旨のもと、
子どもと地域の大人の接点をつく
り、子どもに特技や知恵を伝える
ことにより、地域の大人が子ども
の成長を支えることや子どもとの
関わり方を学んでいます。

（３）地域の活性化へ寄与する

コミュニティスクールでは、学校
を拠点とした生涯学習の振興を通
して、地域づくりにつなげていま
す。活動を通した学びやネットワ
ークを生かして地域で防災を考え
る「防災･防犯フェスタ」を実施
し、学びの輪を広げています。
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 日本は、平成２０年（2008年）をピークとして人口減少局面に入ってきています。 

 出生率が低下し、人口規模が長期的に維持される水準を下回る状態が、今日まで約40年間

続いてきましたが、戦後ベビーブームとよばれる人口の多い年があったため、出生率が下がっ

ても、出生数が大きく低下しなかったこと、及び平均寿命が伸び、死亡数の増加が抑制された

こと等により、日本の総人口は長らく増加を続けてきました。 

 しかし、この「人口貯金」ともよばれる状況が、平成20年（2008年）に使い果たされ、

これを境に日本の総人口は減少局面に入りました。 

 いったん人口減少が始まると、減少スピードは今後加速度的に高まっていくと考えられます。 

 人口減少と合わせて高齢化が進行することにより、社会保障費の増大や消費市場の規模縮小

だけでなく、深刻な人手不足や住民の経済力の低下等により、地域社会基盤の維持が困難にな

ることも考えられます。このため、国としてはこれまでにない危機感をもって、「まち・ひと・

しごと創生」への取組を始めました。 

 「まち・ひと・しごと創生」においては、子育てや地域の活性化が重要な要素になっており、

他にも、インターネット等情報化ネットワーク社会の進展や、人口構造の変化を背景としたラ

イフスタイルの多様化、相次ぐ自然災害による安全・安心や環境問題への意識の高まりにより、

生涯学習の担う役割の重要性がますます高まってきています。 

＊ 参考資料 ＜まち・ひと・しごと創生＞ 

国では人口減少を克服し、地方創生に取組むために｢まち・ひと・しごと創生｣を掲げて 

いますが、その中でも生涯学習の担う役割の重要性がますます高まってきています。 

 「まち・ひと・しごと創生法」は、「まち」（国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いの

ある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成）、「ひと」（地域社会を担う個性豊かで

多様な人材の確保）、「しごと」（地域における魅力ある多様な就業の機会の創出）を一体

的に推進することを目的としています。 

 これらの推進には、地域の特性に即した地域課題の解決が必要とされており、また、

北海道においても「本道における人口減少問題に対する取組指針」において、今後の取

組の方向性として、「まちづくりとコミュニティの再構築」、「地域の特色を生かした教

育」、「様々な学習機会の提供による社会教育の充実」等を掲げており、生涯学習の必要

性はますます高まってきています。 
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第3章 恵庭市の生涯学習の現状と課題 

 平成23年度から平成26年度までの4年間で、102事業の評価を実施してきました。 

 これらの事業について、評価結果をデータ化した分析（客観的方法）と、所管課職員のアン

ケートによる検証（主観的方法）を行い、それらの結果を踏まえて、市職員で組織する「恵庭

市生涯学習推進会議」（以下、「推進会議」という。）において、総合的に検証しました。 

 市民で組織する「恵庭市生涯学習推進協議会」（以下、「推進協議会」という。）の委員が評価

することにより、「市民感覚や望まれる方向性が確認できた」等、参考になったという意見が

多く、また、「それらの意見を実際に取り入れて活用した」、「市職員の意識が変わった」とい

う意見もありました。 

 一方で、評価者や評価事業が毎年変わることにより長期的な検証ができない等「評価方法に

関する課題」や「評価意見の記載方法に関する課題」のほか、「評価の仕組みに関する理解不

足」、「評価のための計画になっている」、「事業評価だけでは、計画全体の推進状況が見えにく

い」等「評価体制に関する課題」が明らかになりました。

○計画の構成 

基本計画では、基本理念と３つの基本目標により、方向性と視点を指標として定

め、計画の具体的な取組については、毎年策定しました。 

基 本 理 念 「楽しく学んで、その成果が生かされる地域づくり」

・基本目標A「学びを支援する環境づくり」 

・基本目標B「学びから生まれるひとづくり」 

・基本目標C「学びを通したネットワークづくり」 

３つの基本目標は、細分化され、それぞれに2～4の視点が示されています。（体系） 

基本目標Aでは、5分割されて、それぞれに2～4の視点が示されています。 

基本目標Bでは、2分割されて、それぞれに2の視点が示されています。 

基本目標Cでは、3分割されて、それぞれに2～3の視点が示されています。 

第 3期 恵庭市生涯学習基本計画の特徴 
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○計画の推進方法 

推進協議会と推進会議の２つの組織により、市民と行政の両輪で推進を図りました。 

計画の推進として、毎年、生涯学習に関係する事業を選択し、その事業を評価して  

きました。 

（評価の仕組み） 

① 所管課において評価事業を選定し、「事業計画」を提出。 

② 事業計画をもとに、評価する推進協議会委員を選任し、評価を実施。 

③ ②の結果を受けて、最終的に所管課が事業を評価し、次年度以降に生かす。 

 恵庭市では、これまで続いてきたような人口増加が止まり、微増微減を繰り返しています。 

 今後、人口減少に転じることが想定される中、働く世代、いわゆる労働人口の減少は既に始

まっています。また、町内会加入率も、６５．７％と徐々に減少傾向にあります。 

 推進協議会においてワークショップにより「恵庭市の良い点（もっと伸ばすところ）」と「恵

庭市の課題」について検討したところ、もっと伸ばすところとして、「読書活動」、「高齢者

と子どもの交流」、「市民活動が活発」等があり、また、課題として「交流」、「ＰＲ」、「参

加」等が挙げられました。

事業実施前に委員と行政担当
者が顔を合わせて距離感を縮
めました。 

事業へ足を運び行政担当者と 
対話して事業評価を実施。 
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◆ もっと伸ばすところ ◆ 

・読書活動（図書館司書が全ての小中学校に配置され

ている、ブックスタート、朝読書、読み聞かせ等）

  ・高齢者と子どもの交流、人のつながり 

  ・市民活動が活発（町内会活動、ボランティア活動、 

            通学合宿 等） 

  ・行政との協働 ～ 市民・行政の壁を取り払う 

  ・子育て 

  ・花のまち、花壇 

  ・食、農業 

  ・学校との連携 

  ・長寿大学 

◆   課   題   ◆ 

○ 交流～人の交流を生む 

 ・他地域との交流、幅広い年齢層での交流（世代間交流） 

  文化とスポーツの交流、学校・地域・ＰＴＡの交流 等 

○ ＰＲ～情報発信不足（知ってもらう、理解してもらう）

    ・行事のＰＲ、町内会を知ってもらう、町内会活動を理解 

     してもらう、地域の良さを知る、周知方法の確立、 

     声かけの必要、仲間づくりを意図的に進める 等 

○ 参加～人とのつながり 

（1） イベントへの参加 

    ・参加したい、楽しいと思われる企画力 

    ・環境整備～参加する場所、足の確保（エコバス等） 

（2） 企画する側への参加 

    ・中年層のつながり 

    ・若い世代の町内会活動参加 

    ・ボランティアをつなげていく 

    ・協力者の拡大 

    ・学校中心（人がつながる身近なもの） 

    ・市民活動センターを活用し、地域と 

     人のつながりを強固に 

○ 高齢者対策（声かけ、見守り、宅配サービス等） 

○ 公園の整備、活用 

テーマ『恵庭市の地域課題を考えよう、「恵庭市の良いところ、悪いところ」』 
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 推進協議会のワークショップにおいて、「どんな学習が求められているか」をテーマに検討

した結果、「人材育成」、「ふるさと教育」、「情報交換」、「年齢を問わない交流の場」、

「ＰＲ方法」、「体験活動」等が挙げられました。 

 また、恵庭市総合計画策定時の部会からの提言として、 

「弱者をつくらないための世代間交流とコミュニティのさら 

なる充実」、「学びのまちづくり」、「コミュニティのさら 

なる充実のためのコミュニケーションの活性化」等が挙げら 

れ、キーワードとして「人とのつながり」、「市民相互の距 

離を縮めるための取組」、「恵庭愛、地球への誇りの醸成」 

を重視するとしています。 

◆ 学習課題 ◆ 

○ 人材育成 

 ・核となる人（主体的に動く人）を増やす 

 ・活動の担い手を増やす 

 ・青年層の育成 

○ ふるさと教育 

 ・恵庭（地域）の歴史を学ぶ 

 ・郷土資料館の活用（アクセスの改善含む） 

○ 情報交換、情報共有 

 ・他の地域との情報交換 

 ・他の町内との交流、小学校区単位 

○ 年齢を問わない学びの場 

 ・学習を通して、幼稚園児・低学年児童と高齢者と交流 

 ・大人と子どもの共通学習 

 ・ジャンルごとの学習 

○ ＰＲ ～  情報発信 

○ 体験する事業 

体験から気付きがある 

→関心が高まり、人に伝える 

総合計画「市民まちづくり 

ワークショップ」の様子 

テーマ「どんな学習が求められているか」 
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○ 発想力の強化（頭をやわらかく） 

○ コミュニケーション 

・コミュニケーションが苦手な人でも参加できるもの 

○ 芸術・美術  →  子どもにふれさせる 

○ 職業紹介 

子どもたちに、地域の大人がこのような仕事をしているという話 

（職業の紹介）をして欲しい 

○ 協働 

○ 花のまちづくり 

○ 子どもたちに参加意識を持たせる取組 

◆ 学習方法 ◆ 

・人づくり、若い世代の参画 

・世代交流 

・学校をコミュニティの場としての利用 

・若者、高齢者、行政、全ての人が同じベクトルを持つ 

・市民講座の活用、スマホ・ＰＣを利用した情報交換 

生涯学習の推進には様々な学習機会の提供が必要であり、学習における課題

は、自発的に学びたいと思っていなくても、避けて通ることはできない社会的

問題や地域で問題となっていること等の「必要課題」と住民が積極的に学びた

いと思っているニーズの「要求課題」に分けられます。 

・家庭教育（子育て・親子関係） 

・環境（温暖化・廃棄物） 

etc 

・教養（英会話・パソコン操作） 

・趣味（お菓子作り・生け花） 

etc 
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第4章 計画の基本的な考え方 

生涯学習が推進され、誰もが楽しく学んで、その成果が 

生かされる地域（まち）とはどのようなまち ？ 

その１ 

地域コミュニティ活動が活発で、地域（まち）のリーダーが存在し、地域（まち）の大人が地域

（まち）の子どもを育てる「地育」も地域力で行われ、その結果、地域（まち）では子どもも大人も

皆が顔見知りになり、地域（まち）を行き交う人が笑顔で挨拶を交わすような住み心地の良い地域

（まち）。

その2 

ふるさとの良さを学びながら、地域（まち）の方に育てられた子どもたちが大人へと成長したと

き、地域でお世話になった高齢者の安全・安心のため、声かけ等の見守りを積極的に行うような、

地域の課題は地域で力を合わせて解決できる地域（まち）。

その3 

市民活動が盛んで、全国的に有名な「読書」の他にも、ガーデニング、スポーツ、文化芸術活動

等も盛んに行われ、いつでも、どこでも学習できる環境の整った地域（まち）。

次世代につなぐ “人づくり” “地域（まち）づくり” 

～ 学びの場の創造と誰もがふれあえる環境づくり ～ 

 このような地域（まち）は、「魅力あるまち（ふるさと）」となり、高齢者や子どもたちに

とっても「安全・安心な地域（まち）」になります。そのような地域（まち）を創るために

は、中心となる人（リーダー）、地域活動を推進する人、地域活動に参加する人、そのよう

な地域（まち）に愛着を感じる人等、“人づくり”が重要です。 

 「地域（まち）づくり」には、「人づくり」が重要であり、人づくりが次世代につながり、

理想の地域を創造していく。 

 そのような思いを込めて、「次世代につなぐ “人づくり” “地域（まち）づくり”」

を基本理念とします。 

 そして、“人づくり”、“地域（まち）づくり”のため、学びの場の創造と誰もがふれあ

えるような環境づくりを目指します。 
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 生涯学習は、市の主催事業、市との協働事業、市民活動等（以下、総称して「事業等」とい

う。）の過程において推進されますが、事業等運営者の多くは、事業等を実施するきっかけと

なった「主たる目的」を重視し、それ以外の視点についてはあまり意識しない傾向があります。 

 そこで推進協議会としては生涯学習の視点から、事業等の評価・検証を行い、事業等運営者

が重視する「主たる目的」以外の部分についても、意見交換による相互理解を図るなど、将来

にわたり、事業等の拡大・発展のために協力して取組んでいくことを目指します。 

 生涯学習としての「学び」は、事業等の「準備」及び「実施」段階に行われ、事業等の実施

後には、その「学び」をそこで終わらせずに、次につなげていくことが求められます。 

 これらが推進されるように助言することが、推進協議会委員による評価・検証になります。 

 そして、これらのサイクルを繰り返すことにより、参画者の増加、人材育成、地域課題の解

決等につなげていきます。 

「実施後の波及効果」として、

今までに学んだ成果を生かす

ことが求められます。例えば、

「参加者から参画者へのステ

ップアップ」や「事業等の発表

による交流（ネットワークづく

り）」、「地域課題の解決に取組

むきっかけとなる」等というこ

とが求められます。 

「実施」段階においては、事業

等運営者は、「参加者」に対し

て、新たな学びを伝えたり、理

解を深めたりすることにより、

事業等の「主たる目的」を達成

しようとしますが、生涯学習の

視点では、それらに加えて次に

つなげていく工夫をしていく

ことが大切になってきます。 

「準備」段階においては、事業等

への参画者に対して、「いろい

ろな価値観」とふれあい、それ

を「受け入れる」、「認め合う」

ことによる生涯学習が期待さ

れます。そのためには、より多

くの人と「つながる」、「出会う」

ことが有効な手段として考え

られます。

Step1～3 を毎年繰り返すことにより基本理念である”人づくり””地域（まち）づく

り”につなげていきます。 

§事業等における学びの仕組み 

＜実施＞

（運営者の目的達成の手段）

いろいろな価値観とのふれあい 参加者へ伝える 成果を生かす

～学びとの出会い～ ～学びの広がり～ ～学びのつながり～

視　点 視　点 視　点
・他団体との連携 ・参加者増加の成果 ・事業等への参画

・地域の協力者とのつながり ・参加者・支援者への対応 ・地域課題解決への取組

・市との協働 ・事業継続の工夫 （高齢者・子どもの見守り等）

・人（地域リーダー）の育成 ・人材育成の成果 ・交流の推進

など など など

＜準備＞ ＜実施後の波及効果＞
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準備段階から「学び」は既に始まっています。通学合宿ではその多くが実行委員会形式でいろいろ
な団体の方々が子どもたちのために経験させてあげたいことや地域のつながりづくりのために議論
しています。いろいろな価値観とのふれあいの場となり「学びとの出会い」の場となっています。 

いよいよ本番！子どもたちのために準備してきたプログラムを実践する場となります。当日子ども
たちにどのように伝えるかを「学び合い」ながら、子どもたちの「学び」を支援しています。子ど
もの反応を目の当たりにしながら、大人が学ぶ場になっているとの感想も多々あり、「学びの広が
り」を感じられます。 

通学合宿が終了した後も通学合宿で獲得した「学び」や人とのつながりを生かし、地域活動として
運動会での賞状配りやバザーでの出店へとつなげています。「学び」を一時的なものとせずに、
「学び」につながりをもたせて、学んだ成果を新たな行動へと生かしています。
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生涯学習推進としての視点は広く、学びの広がりという視点等、それぞれの事業の中にいく

つもの視点があります。 

その広い視点の中で、本計画においては理念に掲げた“人づくり”、“地域（まち）づくり”

を重要な視点として推進していきます。 

理念を細分化した基本目標では、一つの事業においても複数の目標に合致する等、非常に複

雑になり、計画の評価も難しくなるため、基本目標については、“人づくり”や“地域（まち）

づくり”につなげるための具体的な施策を5種類に分類して目標として掲げました。 

基
本
目
標

地域コミュニティ活動の推進

ふるさと教育の推進

読書活動の推進

文化芸術活動の推進

スポーツ・健康づくりの推進
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（1）地域コミュニティ活動の推進 

 多世代交流事業を含め、各種事業の推進により市民活動の活性化や「市民」、「市民団体」、「民間

事業者」、「行政」の協働等を図り、次世代につなぐ“人づくり”につなげていきます。 

 事業への参加者や参画者を増やすことにより活性化を図り、事業の中で新しい地域のリーダーが

育成されるように努めます。 

 特に、青年層や中年層等の若い人の参加者を増やすために、ＰＲ力の強化、企画力・創造力の向

上を図ります。 

 また、地域の人材を活用する等、参加者が生きがいを感じながら、楽しく学びあうことにより、

地域を育てていきます。 

▼ この基本目標は、以下の施策の展開を中心に推進していきます（重点施策） 

① コミュニティ事業の推進 

心豊かな子どもの育成を目的として、科学

や自然への好奇心を大切にし、自ら課題を見

出し解決する力を養うために、宿泊体験事業

等のコミュニティ事業を推進します。 

【事業の例】 

○ コミュニティ・スクールの推進による 

学校を中心とした地域づくり 

○「通学合宿」の推進 

○ 宿泊体験事業・体験教室の推進 

② 年齢を問わない学びの場の推進 

生涯各期に応じた学びの場のほかに、大人

と子どもが相互に学びあえる場を提供しま

す。 

【事業の例】 

○ 土曜スクールの推進 

○ 長寿大学の推進 

高等教育機関との連携 

○ 市民交流事業の推進 

③ 多世代の居場所づくり 

多世代が気兼ねなく集える居場所をつく

り、地域住民が次世代の子どもを育む環境を

整備します。 

【事業の例】 

○「柏地区生涯学習施設」の整備・活用 

○ 地域別居場所づくりの推進 

○ 子どもの集う場所の整備 

④ 参加者の増加 

事業の企画力の向上、団体間のネットワー

クの構築による情報の共有等により、事業

（イベント）への参加者を増やします。 

【事業の例】 

○ イベントＰＲ力の強化 

○ 企画力・創造力の向上 

市民講座の活用、ネットワークによる情

報交換 

○ だれもが参加しやすい環境整備 

⑤ 参画者の増加 

ＰＲ等により、活動内容を理解していただ

いたり、魅力ある事業にすること等により、

市民活動・ボランティア活動の企画側への参

加者（参画者）を増やし、ともに支えあう地

域づくりを進めます。 

【事業の例】 

○「介護支援ボランティアポイント制度」の

導入 

○「えにわ知恵ネット」の充実 

○ 市民活動・ボランティアの養成 



（2）ふ る さ と 教 育 の 推 進 

 ふるさと恵庭について、歴史や文化、自然だけでなく、「本のまち」や「市民活動が盛んなまち」

等のまちの良さを知り、その恵庭の魅力を発見することが、ふるさと意識の醸成の第一歩です。 

 恵庭の歴史を学ぶことで、自分たちのこれからを考えるきっかけづくりにし、「ふるさとの良さ

を知り、ふるさとから学び、ふるさとに生きる子どもの育成」を推進します。 

▼ この基本目標は、以下の施策の展開を中心に推進していきます（重点施策） 

① ふるさとの良さを学ぶ 

学校で行われる「ふるさと教育」の推進の

ほか、学校と地域との連携による「ふるさと

教育」等をとおして、恵庭の歴史・文化等を

学ぶとともに、恵庭の特色である「本や花に

よるまちづくり」を推進します。 

【事業の例】 

○“ふるさと文化”の学びと継承・発展 

○ 地域と学校が一体となった教育活動の 

推進 

○“ふるさと教育”を支援する人材の発掘と

活用 

（3）読 書 活 動 の 推 進 

 地域ぐるみで取組む読書活動をとおして、人と人のつながりを深め、世代を超えたコミュニティ

づくりやまちづくりを目指すことを基本理念としている「恵庭市読書活動推進計画」に基づき、読

書活動を推進します。 

▼ この基本目標は、以下の施策の展開を中心に推進していきます（重点施策） 

② 郷土資料館の活用 

郷土資料館は、恵庭の歴史・文化・自然に

ついての郷土資料の収集や歴史的文化遺産

の保存・活用を図り、これを未来に引き継ぐ

ことにより、教育・文化・学術の発展に寄与

し、個性豊かな地域文化を創造することを目

指しています。この郷土資料館を活用して、

恵庭の歴史・文化を伝えていきます。 

【事業の例】 

○“ふるさとの歴史・文化”体験学習の 

推進 

○“むかしの恵庭”生活文化体験事業の 

実施 

○ 公民館事業との連携 

① 市民との協働による読書活動の推進 

読書活動をとおした事業により、つながり

を深め、コミュニティづくり、まちづくりを

推進します。 

【事業の例】 

○「恵庭まちじゅう図書館事業」の推進 

○「図書館まつり」の実施 

○ 関係機関やボランティア団体との連携 

拡大 

② 生涯各期に応じた読書活動の推進 

あらゆる世代の読書活動や学習活動の支

援をするための図書館サービスの充実を図

ります。 

【事業の例】 

○ 児童・生徒の読書習慣の形成 

○ 市民の学びを支える図書館づくり 

○ 情報提供サービスの推進 



（4）文 化 芸 術 活 動 の 推 進 

 世代を超え、誰もが文化芸術活動に参加できるようなコミュニティづくりを図り、学校・社会教

育施設と文化芸術活動団体等との連携や、文化芸術の担い手やボランティアの育成等による文化芸

術活動を推進します。 

▼ この基本目標は、以下の施策の展開を中心に推進していきます（重点施策） 

① 公共施設及び民間施設の活用と市民の活

力を生かした文化芸術活動の推進 

市民会館、公民館、夢創館等の公共施設及

び民間施設の活用による地域に根ざした文

化芸術活動のほか、芸術文化宅配事業等によ

る文化芸術活動の推進を図ります。 

【事業の例】 

○ 市民講座、公民館サークル活動の充実 

○ 公共施設及び民間施設での展示発表・ 

舞台発表の推進 

○「えにわ芸術文化宅配事業」の推進 

（5）スポーツ・健康づくりの推進 

 スポーツは、健康の維持・増進及び地域コミュニティづくり等、多様な効果を生み出すものであ

り、「恵庭市スポーツ振興まちづくり条例」に基づき、夢を育みながら子どもから高齢者まで、誰

もが生涯にわたって健康で元気に暮らせるまちの実現を図っていきます。 

 また、市民の健康づくりを推進するため、心身の健康に関する知識の啓発・普及やそれを担う人

材育成、実践に向けた様々なサービスの提供等を通して生活習慣病の予防や改善、介護予防などラ

イフステージに応じた取組を推進します。 

▼ この基本目標は、以下の施策の展開を中心に推進していきます（重点施策） 

② 生涯を通じてだれもが文化芸術活動を行

える環境づくり 

文化団体の育成支援や文化振興事業の実

施により、市内で文化芸術にふれる機会を増

やす等、環境づくりを推進します。 

【事業の例】 

○「ジュニア クラッシック コンサート」の

実施 

○「えにわ市民文化祭」の実施 

○「親子で楽しむピアノコンサート」の 

実施 

① 運動・スポーツの推進 

世界共通の人類の文化である“スポーツ”

については、「運動・スポーツ推進計画」に基

づき、生涯を通じて運動・スポーツに関わり、

心身ともに健康になれる環境を整備します。

【事業の例】 

○ 運動・スポーツのきっかけづくり 

○ 運動・スポーツ活動を支える人材の養成・

確保 

○ 子どもの体力の向上 

② 健康づくりの推進 

市民自らがライフステージや心身の健康

状態に応じて、学び、考え、行動できるよう

学習機会の充実や啓発・普及等の健康づくり

を推進します。 

【事業の例】 

○ 身体活動、運動習慣に関する学習の推進 

○ 食育等、望ましい食生活に関する学習の

推進 

○ 生活習慣病予防・介護予防に関する学習

の推進 



第5章 計画の推進方法 

本計画においては、マネジメントサイクルを取り入れて計画の進捗状況を管理するとともに、

事業評価を通して、「学びとの出会い」、「学びの広がり」、「学びのつながり」の推進を図りま

す。 

 目標管理のための成果指標を定めて進行管理をしていきますが、成果指標だけでは本来目的

としている「学びとの出会い」や「学びの広がり」、「学びのつながり」については評価できな

いため、事業評価も合わせて実施することにより、計画の推進を図ります。

 「第４期恵庭市生涯学習基本計画」において具体的に取組む内容については、重点施策を中

心に単年度ごとに市民と行政が取組む内容を確認しながら、積み重ねる方式で計画の推進を図

ります。 

 計画の評価と併せ、「計画」→「実施」→「評価」→「改善」を1サイクルとした全体を生

涯学習基本計画として捉え、5年間で5サイクル繰り返すことにより、計画が完成することに

なります。 

計画 

実行 評価 

マネジメントサイクルとは、「計画(Plan)」、「実行(Do)」、「評価

(Check)」、「改善(Action)」の 4 つの要素から成り、右図のよう

に「計画(Plan)」→「実行(Do)」→「評価(Check)」→「改善(Action)」

の順に進むサイクルを繰り返すことであり、ＰＤＣＡサイクルと

よんでいます。まず目標を設定し、目標を達成するための計画を策

定し(P)、それにしたがって実行し(D)、どの程度目標を達成するこ

とができたかを評価(C)し、評価結果をもとにして改善を図って

(A)、次のステップではより効果的な計画を策定するものです。 

評価と対話を繰り返しながら理念の実現へ！ 

改善 
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市民組織である「推進協議会」と行政組織である「推進会議」が協働で推進を図ります。 

＜推進協議会とは＞ 

生涯学習の推進を目的として社会教育委員、文化関係者、体育関係者、福祉関係者、一般 

公募等の幅広い層から構成される協議会。 

＜推進会議とは＞ 

生涯学習基本計画に基づき、企画・調整を図り具体的な施策及び事業を展開することを目的

として、教育委員会だけではなく市長部局も含めた関係各課の職員により構成される会議。 

（1） 基本目標に関する評価方法 

成果指標をもとに評価の実施及び改善策の検討を行い、次年度の計画に反映します。 

（2） 事業評価方法 

・事業運営者（行政）が評価事業の実施計画を策定し、それを基に推進協議会委員が

事業評価を実施します。その評価結果を踏まえて、事業運営者（行政）が最終評価

を行います。翌年度には、前年度の最終評価を基に改善した実施計画を策定し、こ

のサイクルを繰り返します。 

・原則、計画期間（5年間）固定した事業について継続的に評価を実施します。ただ

し、事業が継続しない等特別な理由がある場合は、別の事業について評価します。 

・複数人による評価を行い、評価結果は推進協議会において取りまとめ、事業運営者

（行政）に提示します。また、担当職員と対話する場を設け、お互いが学ぶ場として

計画の推進を図ります。 

 なお、別途定める評価の視点を中心に評価を実施しますが、事業運営者（行政）に

提示する意見については、お互いの理解・意思疎通を図るため、極力具体的な意見

にします。 

（3）「かってに表彰」の実施 

人づくり、交流、連携等、本計画の基本理念を推進する活動をしている市内全て団

体の活動を対象に表彰します。 

推進協議会（市民組織） 推進会議（行政組織）
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（1）地域コミュニティ活動の推進 

＜重 点 施 策＞ 

①コミュニティ事業の推進 

②年齢を問わない学びの場の推進 

③多世代の居場所づくり 

④参加者の増加 

⑤参画者の増加 

（2）ふ る さ と 教 育 の 推 進 

＜重 点 施 策＞ 

①ふるさとの良さを学ぶ

②郷土資料館の活用 

（3）読 書 活 動 の 推 進 

＜重 点 施 策＞

①市民との協働による読書活動の 

推進 

②生涯各期に応じた読書活動の推進 

（4）文 化 芸 術 活 動 の 推 進 

＜重 点 施 策＞ 

①公共施設及び民間施設の活用と 

市民の活力を生かした文化芸術 

活動の推進 

②生涯を通じてだれもが文化芸術 

活動を行える環境づくり 

（5）スポーツ・健康づくりの推進 

＜重 点 施 策＞ 

①運動・スポーツの推進 

②健康づくりの推進 

目 標
（平成32年度）

市民活動センターの利用者数 － ＵＰ

体験型事業箇所数 8箇所 ＵＰ

成 果 指 標 平成26年度

目 標
（平成32年度）

ふるさと意識が高いまちだと感じる
市民の割合（市民アンケート）

45% ＵＰ

成 果 指 標 平成26年度

目 標
（平成32年度）

生涯学習施設の利用者数 52万8千人 ＵＰ

成 果 指 標 平成26年度

目 標
（平成32年度）

この1年間で運動やスポーツを
週3日以上実施している市民の
割合（市民アンケート）

30% ＵＰ

成 果 指 標 平成26年度

目 標
（平成32年度）

読書に関する活動団体数 38団体 ＵＰ

市民一人当たりの図書蔵書冊数 4.16冊 ＵＰ

インターネット利用サービス登
録者数

2,187人 ＵＰ

成 果 指 標 平成26年度



Step 1 学びとの出会い（準備） 

＜視点＞ 

1. 他団体との連携、市との協働（学びの広がり） 

2. 地域の協力者とのつながり（増やすための工夫等） 

3. 継続性（事業の自立性、資金面での安定性等） 

4. 次世代を担う“人づくり”への工夫（仕事を新たに任す、地域リーダーの育成等） 

5. 情報収集・情報発信への取組姿勢（参加者増加への取組） 

Step 2 学びの広がり（実施） 

＜視点＞ 

1. 事業（イベント）への参加者の増加（対策の成果） 

2. （社会教育的な視点から）参加者、支援者への対応 

・参加者・支援者の今後の行動を変えさせる工夫 

・参加者 → 支援者 → 参画者 へのステップアップ 

3. 事業継続の工夫（飽きさせない工夫、マンネリ化からの脱却等） 

4. 人材育成の成果 

Step 3 学びのつながり（実施後の波及効果） 

＜視点＞ 

1. 次回の事業実施への参画を促進する工夫と結果 

（参加者やその保護者への呼びかけ等） 

2. 地域課題解決の取組につながったか 

（高齢者・子どもの見守り等） 

3. 交流の推進 

（ネットワークづくり、事業成果の発表等） 
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（設  置） 

第１条 恵庭市における生涯学習の推進を図るため、恵庭市生涯学習推進協議会（以下、「協議会」

という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議・検討を行う。 

(１) 生涯学習基本計画の策定及び推進に関すること。 

(２) 生涯学習施策の評価・検証に関すること。 

(３) その他生涯学習の推進に必要な事項。 

（構  成） 

第３条 協議会は２５人以内の委員をもって構成する。 

２ 協議会の委員は、社会教育委員及び生涯学習に関わる機関、団体等から推薦された者並びに生

涯学習について識見を有する者をもって構成する。 

（任  期） 

第４条 協議会の委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げないものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、委員の内から、会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（招  集） 

第６条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。 

（関係者の意見聴取） 

第７条 協議会は、必要と認めるときは関係者の出席を求めることができる。 

（庶  務） 

第８条 協議会の庶務は、教育委員会教育部社会教育課において行う。 

（委  任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

 附則 この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。 

附則 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。（一部改正） 

附則 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。（一部改正） 

- 22 -



区 分 所 属 団 体 名 役 職 氏     名 備 考 

社会教育関係 社会教育委員の会議 委員長 庄 司   宏 会 長 

  委 員 矢 野 淳 子 

  委 員 吉 川 武 志 

  委 員 中 川   剛 

  委 員 坂 口 由美子 

  委 員 相 馬 亜弥子 

  委 員 田 島 与 久 

  委 員 茶 園 利 紀 

  委 員 青 野 菜 名 

  委 員 松 田 一 則 

 公民館運営審議会 委 員 沼 田 俊 子 

 図書館協議会 委 員 宮 崎 文 秀 

 スポーツ推進委員会 委 員 春 木 昌 子 

 スポーツ指導員会 指導員 渡 辺 みい子 

福 祉 関 係 社会福祉協議会 事業管理課主事 加 藤 孝 子 

そ の他機関 男女共同参画審議会 委 員 亀 石 和 代 副会長 

市 民 団 体 市民プラザ・アイル 委 員 水 野 みどり 

 女性ネットワークえにわ 幹 事 水 坂 達 子 

一 般 公 募   太 田 実 保 

（任期：平成27年4月1日～平成30年3月31日） 
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（設  置） 

第１条 恵庭市生涯学習基本計画に基づき、本市の生涯学習推進に係る諸問題への対応を長期

的視点に立ち、総合的に企画及び調整を図り、今後の具体的な施策及び事業を展開するため、

生涯学習推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 会議は、次の各号に定める事項を審議する。 

（１）生涯学習推進施策の総合的な企画、立案及び調整に関すること。 

（２）生涯学習推進に係る基本的課題（基盤整備及び今日的課題のことをいう。）の審議及

び検討に関すること。 

（３）その他生涯学習の推進に必要と認められるものに関すること。 

（組  織） 

第３条 会議は、教育部次長及び別表に掲げる課の課長職をもって構成することとし、議長、

副議長を置く。 

２ 議長は教育部次長とし、会議を統括する。 

３ 副議長は教育部社会教育課長とし、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議の開催） 

第４条 会議は、必要に応じ議長が招集する。 

２ 議長が必要と認めたときは、構成員以外の職員を会議に加えることができる。 

３ 構成員に事故あるときは、あらかじめ議長に連絡し、当該構成員が指名した職員がその職

務を代理することができる。 

（専門部会の設置） 

第５条 会議に専門的な事項を調査検討するため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、主査職、社会教育主事等で構成し、部会長は、会議の中から議長が選任する。 

（関係者の出席） 

第６条 議長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 

（庶  務） 

第７条 会議の庶務は、教育部社会教育課において行う。 

（委  任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。 
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附 則 

この要綱は、平成１１年６月２１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から実施する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２２年２月１２日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成２7年４月１日から実施する。 

別表（第３条関係） 

企画振興部 企画・広報課 

総務部 総務課 

生活環境部 市民活動推進課、廃棄物管理課、環境課 

保健福祉部 介護福祉課、保健課 

子ども未来室 子ども家庭課、子育て支援課 

経済部 農政課、花と緑・観光課 

教育部 教育総務課、施設課、学校給食センター、 

社会教育課、スポーツ課、図書課、郷土資料館 
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 開 催 月 日 主 な 検 討 議 題 

１ 平成27年 5月 14日 ｢第１回生涯学習推進会議｣ 

・第３期生涯学習基本計画の評価・検証 

・第４期生涯学習基本計画に向けた改善点について  

２ 平成27年 5月 27日 ｢第 1回生涯学習推進協議会｣ 

・委嘱状交付、会長，副会長の選任 

・第３期生涯学習基本計画の評価・検証 

３ 平成27年 6月 29日 ｢第 2回生涯学習推進協議会｣ 

・講話「地域を知り、つながりをつくる学びとして 

生涯学習計画づくり」 

・ワークショップ 

テーマ１「恵庭市の地域課題を考えよう」 

テーマ２「どんな学習が求められているか」 

４ 平成27年 7月 22日 ｢第 3回生涯学習推進協議会｣ 

・ワークショップ 

テーマ「基本目標と理念について」 

５ 平成27年 8月 21日 ｢第 4回生涯学習推進協議会｣ 

・全体協議 「基本理念と基本目標について」 

・グループ協議 「計画の評価方法について」 

６ 平成27年 9月 11日 ｢第 2回生涯学習推進会議｣ 

・全体協議 「第 4期生涯学習基本計画素案について」

「成果指標について」 

７ 平成27年 9月 30日 ｢第 5回生涯学習推進協議会｣ 

・全体協議 「基本理念と基本目標について」 

      「評価方法と評価の視点について」 

8 平成27年10月28日 ｢第 6回生涯学習推進協議会｣ 

・全体協議 「計画素案について」 

      「事業評価方法と評価の視点について」 

・グループ協議 

テーマ「課題解決または理念，目標達成に向けた 

具体的施策について」 
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 開 催 月 日 主 な 検 討 議 題 

９ 平成27年12月  4 日 議会（総務文教常任委員会） 

 基本計画（案）の中間報告 

１０ 平成27年12月16日 教育委員会 

基本計画（案）の中間報告 

１１ 平成27年12月18日 

     ～ 

平成28年  1 月18日 

パブリックコメント募集 

１２ 平成28年  1 月 27日 ｢第 3回生涯学習推進会議｣ 

・第３期生涯学習基本計画について 

・第４期生涯学習基本計画（案）について 

・評価シート、評価体制について 

・評価対象事業の選定について   

１３ 平成28年  2 月 19日  合同会議 

｢第 7回生涯学習推進協議会｣ 

｢第 4回生涯学習推進会議｣ 

・第 3期生涯学習基本計画 

 平成 27年度の取り組み計画の評価について 

・第 4期生涯学習基本計画 

評価シート、評価方法について 

１４ 平成28年  3 月  2 日 教育委員会 

基本計画（案）の議案提出・承認 

               ＝ 策定完了 ＝ 

講師兼アドバイザー   

北海道大学高等教育推進機構 特任教授・教育学博士 木 村   純 氏 
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基本理念『楽しく学んで、その成果が生かされる地域（まち）づくり』 〇：評価した事業、●：評価した視点

体系の
位置付け

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

23 24 25 26 27 施策の方向性

【視点】 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ① ② ③ ① ② ③ ④ ① ② ① ② ① ② ① ② ③ ① ②

【担当課】

-1 コミュニティスクール（恵み野小学校区） 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-2 コミュニティスクール （島松小学校区） 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 生涯学習ボランティア指導者の活用 〇 ● ● ●

3 市民オープンカレッジ（恵庭学講座） 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4 リカレント公開講座(北海道文教大学・近畿大学) 〇 ● ● ● ● ● ● ●

5 長寿大学 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 家庭教育セミナー 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●

7 女性の学び支援事業（女性教育振興事業） 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8 えにわっ子ジュニアセミナー 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-1 めざせ！もっと冬の達人 〇 ● ● ● ● ● ●

-2 おもしろ理科実験教室 〇 ● ● ● ●

-3 46億年地球の旅 〇 〇 ● ● ● ● ●

-4 親子でわいわいパークゴルフ＆スモーク 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-5 めざせ！読書王 〇 〇 ● ● ● ● ●

-6 親子で昆虫観察会①② 〇 ● ● ● ● ●

-7 えにわ☆森塾・魚塾 〇 〇 ● ● ● ● ●

-8 クリスマスリースを作ろう①② 〇 ● ● ● ● ●

-9 親子で楽しむピアノコンサート 〇 ● ● ● ● ●

-10 チャレンジ!スキー・スノーボードキャンプ 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ●

-1 えにわ通学合宿 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-2 柏地区通学合宿 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-3 恵み野通学合宿 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-4 若草地区通学合宿 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

-5 通学合宿の連携：ネットワーク化 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11 えにわ大好き！食の体験ランド 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12 恵庭市青少年育成市民のつどい 〇 ● ● ● ● ● ●

13 島松公民館まつり 〇 〇 ● ● ● ● ● ●

14 島松公民館運動会(ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ)

15 市民講座 〇 〇 ● ● ● ●

16 公民館サークル 〇 ● ● ● ●

17 えにわ市民文化祭 〇 〇 ● ● ● ● ●

18 文化活動の拠点（夢創館の活性化） 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ●

19 芸術文化宅配事業 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●

20 「親力」つむぎ事業（北海道教育委員会モデル事業） 〇 ● ● ● ● ● ●

21 まちづくりチャレンジ協働事業（わくわくお仕事体験） 〇 ● ● ● ●

22 えにわスポーツフェスティバル 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

23 ジュニアスポーツクリニック 〇 ● ●

24 恵庭クロスカントリースキー大会 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

25 子ども体力アップ巡回事業 〇 ● ● ● ● ● ● ●

26 競技力向上モデル事業 〇 ● ● ● ● ● ● ●

27 アウトドアスポーツ普及講習会 〇 ● ● ● ● ● ●

28 アウトドアスポーツ教室「雪の森へようこそ」 〇 ● ● ● ● ● ●

29 ＣＯＴ講習会 〇 ● ●

30 ロンドンオリンピック出場応援事業 〇 ● ● ●

31 通年型屋外スポーツ施設の整備検討事業 〇 ● ●

『第３期恵庭市生涯学習基本計画評価実績』一覧

年度

『取組名』ＮＯ

社会教育課

学びを支援する環境づくり基本目標

1

ＣＢ

9

10

1 2 1 2

Ａ

1 543

学びを通した
ネットワークづくり

学びから生まれ
る

ひとづくり

3

スポーツ課

2



基本理念『楽しく学んで、その成果が生かされる地域（まち）づくり』 〇：評価した事業、●：評価した視点

体系の
位置付け

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

23 24 25 26 27 施策の方向性

【視点】 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ① ② ③ ① ② ③ ④ ① ② ① ② ① ② ① ② ③ ① ②

【担当課】

32 ブックスタート・ブックスタートプラス 〇 〇 ● ● ● ● ●

33 図書館まつり 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●

34 学校図書館活動の推進 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ●

35 高齢者等への図書宅配サービス 〇 〇 ● ● ● ●

36 ブックステーションの整備 〇 ● ● ● ●

37 読書条例制定記念事業 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

38 情報提供サービスの推進 〇 ● ● ●

39 まちづくりチャレンジ協働事業（図書館会館24時） 〇 ● ● ● ● ● ● ●

40 恵庭まちじゅう図書館 〇 ● ●

41 カリンバ遺跡展 〇 〇 ●

42 銀河観察会 〇 ● ● ● ● ●

43 体験学習会 〇 〇 ● ● ● ●

44 展示解説ボランティアの育成・活用 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

45 学校給食センターを利用した「食育」の推進 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

46 学校との連携による「食育」の推進 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●

47 恵庭市学校給食協会との連携による｢食育｣の推進 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

48 老人スポーツ大会 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●

49 老人憩の家 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

50 中高生乳幼児ふれあい体験事業 〇 ●

51 ほっとHOT交流会 〇 ●

52 「わんぱくひろば」「あそぼうひろば」 〇 ● ● ● ● ●

53 地域子育てコミュニケーション力育成事業 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

54 プレイセンター事業 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

55 子育てセミナー 〇 〇 ● ● ● ● ●

56 サンデーパパ 〇 〇 ● ● ●

57 健康ウォーキング普及啓発事業 〇 ●

58 食育推進事業（食育講座等） 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

59 えにわ健康まつり 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●

60 ダンボール箱堆肥化講習会 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ●

61 ゴミ処理施設見学バスツアー 〇 ● ● ● ● ●

62 電気自動車の動く蓄電池としての活用 〇 ● ●

63 新エネ・省エネ展の開催 〇 〇 ● ● ● ●

64 おやこふれあい農園 〇 〇 農 政 課 ● ● ● ● ●

65 花と緑のまちづくり講演会 〇 〇 〇 花と緑・観光課 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

66 ジュニアアートフェスティバルinえにわ 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

67 プレーパーク in えにわ 〇 ● ● ● ● ●

環境課

図 書 課

1 2 3 5

給食センター

市民組織

『第３期恵庭市生涯学習基本計画　評価実績』一覧

ＮＯ 『取組名』

年度 Ａ Ｂ Ｃ

基本目標 学びを支援する環境づくり
学びから生まれ

る
ひとづくり

1 24

学びを通した
ネットワークづくり

1 2 3

保 健 課

廃棄物対策課

郷土資料館

介護福祉課

子ども家庭課

子育て支援
センター



★ ⇒ ～施策の方向性～（１～５） ⇒ 各【視点】

★ ⇒ ～施策の方向性～（１～２） ⇒ 各【視点】

★ ⇒ ～施策の方向性～（１～３） ⇒ 各【視点】

338 58.0%

132 22.6%

(48) (8.2%)

(37) (6.3%)

(47) (8.1%)

98 16.8%

(26) (4.5%)

(44) (7.5%)

(28) (4.8%)

17 2.9%

(9) (1.5%)

(8) (1.4%)

32 5.5%

(8) (1.4%)

(14) (2.4%)

(10) (1.7%)

59 10.1%

(19) (3.3%)

(8) (1.4%)

(15) (2.6%)

(17) (2.9%)

118 20.2%

67 11.5%

(34) (5.8%)

(33) (5.7%)

51 8.7%

(20) (3.4%)

(31) (5.3%)

127 21.8%

49 8.4%

(22) (3.8%)

(27) (4.6%)

28 4.8%

(14) (2.4%)

(9) (1.5%)

(5) (.9%)

(50) 8.6%

①市民と行政の情報の共有化 (26) (4.5%)

②現代的課題への市民と行政の学び合い (24) (4.1%)

合　計 割　合

583 100%

①学校教育との連携

③高等教育機関等と行政の連携

３～市民と行政のネットワークづくり～

　　②家庭・地域・学校のネットワーク

②高等教育機関等の学習資源の活用と推進

①ボランティア養成の取組

②ボランティア活動の推進

Ｃ：学びを通したネットワークづくり

１～人と人のネットワークづくり～

　　①学習リーダーや学習者同士（グループ）のネットワーク

２～教育機関等を活用したネットワークづくり～

④「食育」から始まる豊かな心と体の育成

Ｂ：学びから生まれるひとづくり

１～人材活用・育成でひとづくり～

①人見つけ(人材活用)人育て(人材育成)の取組

②参加型学習の取組

２～ボランティア活動から生まれるひとづくり～

②自然や科学について好奇心を持たせる学び

③文化・芸術活動を通した生涯学習共同体の創出

５～「心も体も健康」いきいき環境づくり～

①「生涯スポーツ」に親しむ活動の充実

②スポーツと健康の結びつきを深める学び

③「健康」への学びから主体的な健康づくり

③家庭の教育力の向上を支援する学び

３～「本との出合い」学び広がる読書環境づくり～

①ふれあい豊かな読書コミュニティの創造

②情報発信･学習基地「図書館」機能の充実

４～古
いにしえ

　から学び文化創造への環境づくり～

①恵庭の歴史が「今」を照らす学び

①社会の学習ニーズに応える学習機会の提供

②生涯学習関連施設の活用･充実の促進

③より身近な学習の場の創造

２～次代を担う子どもたちと共に学ぶ環境づくり～

①異世代交流を深める学び

②子どもをすこやかに育む学び

基本目標Ａ

基本目標Ｂ

基本目標Ｃ

Ａ：学びを支援する環境づくり

１～いつでも・どこでも・だれでも、そして、いつまでも」学習できる環境づくり～
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●個別事業の中に「ストーリー性」を持たせる！

まちづくり講座を実施 

●策定までのプロセス 

●策定後のプロセス 

第 3期計画からのステップアップ 

第 3 期計画策定に引き続き、計画策

定に向けて、講師を招いてのレクチャ

ーやワークショップ形式で恵庭のまちに

必要な学びについて委員の方々の意

見を基に策定してきました。「計画策定

そのものが生涯学習」という思いを受け

継いで実施してきました。 

第 3期計画策定に引き続き、計画策

定後も、単年度毎に取り組み計画の

策定・評価を繰り返しながら理念実

現へ向けて対話を繰り返しながら5カ

年計画の完成へ進めていきます。 

評価と対話を5年間繰り返して計画の完成へ！ 

高齢者の力を 

まちづくりに 

つなげていきましょう！ 

ハッピーエンドを意識した、新たなプロセスの重視！ 

まちづくりに参加し

地域が活性化！ 

まちづくりって 

楽しそうだね！ 
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